
 

7都薬保発第6号 

令和７年8月 1日  

地区薬剤師会 医療保険担当役員様 

公益社団法人 東京都薬剤師会 

副 会 長  根 本 陽 充 

 

施設基準（調剤基本料等）の届出状況等の報告について（周知依頼） 

 

平素は当会の会務推進にご理解ご協力賜り心より御礼申し上げます。 

さて、全ての保険薬局は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令

和6年3月5日付 保医発0305第6号）」において、「毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果

について報告を行う」ことと定められております。（令和５年度までは毎年7月1日現在の報告）  

従って、｢保険薬局における施設基準届出状況報告書｣（別紙様式３）につきましては、全ての保険薬局が、

必ず提出することとなりますので、期限の8月29日（金）までにご対応されるよう貴地区会員薬局にご周知下さ

いますようお願い申し上げます。 

なお、記載方法につきましては、関東信越厚生局ホームページに掲載されている、別紙様式３保険薬局に

おける施設基準届出状況報告書「様式（エクセル）」の中の指示をご参照ください。 

 

記 

 

届出用紙  

1. (別紙様式３) 「保険薬局における施設基準届出状況報告書」 ⇒  全保険薬局 必須   

（8月29日（金）提出期限）  

2.（別添３－２） 「施設基準の届出の確認について（報告）」  

ア 届け出ている施設基準のすべてについて要件を満たしている場合 → 提出不要  

イ 届け出ている施設基準のうち、要件を満たしていないものがある場合 → 提 出  

（辞退届を添付すること） 

提出先（１部郵送）  

〒163-1111新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11階  

関東信越厚生局 東京事務所 審査課 御中  

※提出する届出書のコピーを薬局で保管してください  

 

また、施設基準の確認及び様式の入手は、関東信越厚生局のホームページにて確認、ダウンロードが可能

ですので、併せて貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。  

関東信越厚生局ホームページ  

   https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/teirei-yakkyoku.html 
    （電子申請の利用につきましては、上記の関東信越厚生局ホームページをご参照ください） 

 
 

 

 

担当事務局：東京都薬剤師会 医療保険課     E メール：hoken@toyaku.or.jp                                                               

・調剤基本料 ・調剤基本料の特例 ・地域支援体制加算 ・連携強化加算 ・後発医薬品調剤体制加算  
・在宅薬学総合体制加算 ・医療DX推進体制整備加算・無菌製剤処理加算 
・ 服薬管理指導料（特定薬剤管理指導加算２や手帳の活用実績等）・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつ

け薬剤師包括管理料の届出に関する実施状況確認 

 

 
 










